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　社協会費は、ボランティア活動・小地域の
福祉活動・公的制度にないサービスなど、「誰
もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を
目標に、住民参加の地域福祉活動を目指した、
西予市社会福祉協議会独自の事業をすすめる
上での大切な財源です。
　また、会費を納める事を通して、間接的に『福
祉のまちづくり』に参加していただくための
仕組みとなります。
　区長さん・組長さん・部落長さんを通じて
ご協力をお願いしておりますので、今年度も
皆様のご協力をお願いいたします。

社協会費を活用した事業

社協会費にご協力をお願いします。

毎月、一人暮らしの高齢者に、
子供たちや民生委員さんから
のお手紙（ハガキ）を届けます。

「ふれあい郵便」
（野村地区）

家庭で、寝たきりや認知症の
高齢者等を介護している家
族の支援を図ります。

「在宅介護者の集い」
（宇和・明浜・三瓶地区）

地域福祉の
応援団！

西予市地域ささえあいセンターからのお知らせ
カビ、放置していませんか？ 除湿・掃除が肝心です！

仮設住宅・被災家屋等でのカビ予防ポイント
①『湿気』・『結露』の発生をおさえる

②『清掃』を頻繁にする
水拭き後、換気してよく乾燥
させる。

屋外・屋内での
布団干し

屋内ではカゴ・イス等を利用
して、扇風機の風を当てる。

室内の換気
・段ボールや家具を壁から離す。
・なるべく風を入れる。

部屋干し中はできるだけ
換気を
換気扇で空気を動かすとよい。

室内の換気

・晴天時は窓を
開けて換気。

・雨天時は窓を
閉め、扇風機
　で室内空気を
　動かすとよい。

カビ駆除の基本４カ条

Ａ．カビが生えた物
　　は捨てる
　　　　または
Ｂ．水拭きする

①カビの『除去』
②カビが生えた
　場所の『乾燥』
③カビが生えた
　場所の『消毒』

④消毒した
　場所の『乾燥』

『消毒用エタノール』や
『塩化ベンザルコニウム液』
『次亜塩素酸ソーダ液』
が有効！薬局で買えます。
※使用方法をよく読み、注意
して正しく使いましょう。
※カビや消毒薬を吸い込まな
いよう、十分換気し、マスク
をつけておこないましょう。

扇風機
ドライヤーが効果的！

情報提供；厚労科研費健康安全・危機管理対策総合研究事業「東日本大震災にみ
る災害時居住環境を汚染する真菌のアレルギーリスク評価及び予防衛生管理に関
する研究」国立医薬品食品衛生研究所 渡辺麻衣子

■西予市地域ささえあいセンター
　（西予市社会福祉協議会　本所）
　〒797-1212 西予市野村町野村12-15
　TEL：0894-72-2306／090-7579-8579

■西予市地域ささえあいセンター宇和サテライト
　（西予市社会福祉協議会　宇和支所）
　〒797-0015 西予市宇和町卯之町4-746
　TEL：0894-62-3770／090-7579-8593

被災によるお困りごと、生活再建に向けたご相談など、
ご遠慮なくお問い合わせください。
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令和２年７月20日お あ し す

令和元年度　事業報告・決算報告

事業の実施状況

１　会議等の開催
　・理事会（6回）、評議員会（３回）、監査会（１回）、
　　監事による現地調査（２箇所）、評議員選任・解
　　任委員会（２回）
　・経営会議（６回）、業務執行会議（11回）
　・社会福祉法人連絡会議（1回）
　・５法人の小委員会（２回）
２　会員制会費の推進
　　期間　令和元年７月～８月
　　実績　５，９７１，５０５円
３　広報活動の充実強化
　・社協だより「おあしす」（５回）、本所だより及
　　び支所だよりの発行
　・ホームページ、フェイスブックの運用
４　第８回西予市社会福祉大会の開催
　　期日　令和元年11月23日（祝日）
　　会場　西予市宇和文化会館
　　参加者数　約650人
５　西予市まごころ銀行
　・まごころ銀行の有効活用事業の実施
　・預託実績　７，５９６，４６７円
　・まごころ銀行運営委員会（２回）
６　各種募金等運動
　・日本赤十字社会員増強運動
　　期間　令和元年５月～６月
　　実績　５，４６６，１１２円
　・共同募金運動
　　期間　令和元年１０月～１２月
　　実績　９，４１６，７７２円
　・歳末たすけあい運動
　　期間　令和元年１１月～１２月
　　実績　３，２５２，２４５円

４　地域ささえあいセンター事業（受託事
　　業）の推進
５　在宅福祉サービスの推進
　　　居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問入浴
　　介護事業、障害福祉サービス事業、第１号訪問
　　事業、第１号通所事業、生活支援事業
６　法人後見事業の推進
７　福祉サービス利用援助事業の推進
８　福祉等総合相談事業の推進
９　生活支援の推進
　・生活福祉資金貸付事業
　・緊急食糧支援ネットワーク事業
　・安心カードみまもり支援事業
１０　ボランティア活動への支援
　・ボランティア活動の推進
　・災害ボランティアセンターへの職員派遣
　　（宮城県丸森町社協）
１１　福祉人材養成・確保に関する事業の
　　実施

　高齢者が住み慣れた地域で、継続して尊厳あるそ
の人らしい生活を送れるように支援することを目標
とする。そのために、地域の保健・医療・福祉サー
ビスや各種社会資源等の地域包括ネットワークを構
築し、できる限り要介護状態にならないように、包
括的・継続的な支援を行った。
（実施事業）
１　包括的支援事業
　（１）総合相談支援事業
　（２）権利擁護事業
　（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
　（４）認知症総合支援事業
　（５）在宅医療・介護連携推進事業
２　介護予防日常生活支援総合事業
　（１）第１号介護予防支援事業
　（２）介護予防支援事業

１　ふれあい・いきいきサロンの推進
２　地域福祉活動計画策定への取り組み
　・策定委員会（１回）、住民座談会（延べ１２回）
３　生活支援体制整備事業（受託事業）の
　　推進

市社協運営体制の整備と基盤強化

各種事業の推進

西予市地域包括支援センター事業

住民座談会（大野ヶ原地区）



会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立資産取崩収入

流動資産
固定資産
（基本財産）
（その他の固定資産）

科　目
資産の部 負債の部

純資産の部

（令和２年3月31日現在）

合計金額 科　目 合計金額

資産の部合計

258,000,489
273,155,530
5,000,000

268,155,530

531,156,019

流動負債
固定負債
負債の部合計

25,953,372
86,064,975
112,018,347

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

5,000,000
487,504

164,075,606
249,574,562
419,137,672
531,156,019

人件費支出
事業費支出
事務費支出
仕入支出
貸付金事業支出
助成金支出
固定資産取得支出
積立資産支出

5,971,505
7,596,467
83,699,331
426,940

101,882,181
67,000
285,870

218,310,463
8,062,540
97,600
24,779

1,873,460
3,248,345

431,546,481
237,655,410
669,201,891

348,982,833
60,595,832
10,789,284
229,071
67,000

7,887,366
2,823,701
5,779,687

437,154,774
232,047,117

科　目

収入合計（a）
前期未支払資金残高（b）
収入の部計（c＝a+b）

支出合計（d）

収支差額（cー d）

決算額

科　目 決算額

収　

入

支　

出

決算書貸借対照表
（単位:円）（単位:円）
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　本年も５月に、全国一斉の赤
十字会員増強運動が実施され、
西予市地区におきましても地域
の皆様の多大なご支援とご協力
を賜り、誠にありがとうござい
ました。
　皆様からいただきました活動
資金（会費・寄附金）は、赤十
字の各種事業に活用されます。

地区名
本所（野村）
明浜支所
宇和支所
城川支所
三瓶支所
合　計

1,199,502円
560,200円

2,066,731円
552,500円

1,195,500円
5,574,433円

実績額

（令和２年６月 30日現在）

令和２年度　活動資金実績金額

令和2年度 赤十字会員増強運動 協力のお礼

採用区分 採用予定人数 受 験 資 格 （令和 3 年 3 月末日までに取得見込み可）

一般事務職

介護支援専門員

1 名

2 名程度

・令和3年4月1日現在で35歳以下の者（長期勤続によるキャリア形
　成のため若年者等を採用）
・社会福祉主事又は社会福祉士及び簿記検定2級以上の資格を有する
　者であることが望ましい。　等

一 般 事 務 職：本所又は宇和支所に勤務し、事務・会計等の業務又は地域福祉推進業務等に従事
介護支援専門員：本所又は宇和支所の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターの介護予防支援事業所に
　　　　　　　　勤務し、居宅介護支援業務に従事

【受 付 期 間】　令和2年7月20日（月）から令和2年8月３１日（月）※当日消印有効
【提 出 書 類】　「受験申込書」 「資格を証する書類の写し」 「返信用封筒」 等
　　　　　　　　　※「受験申込書」は、本会のホームページからダウンロードできます。
【試験日・会場】　日　時：令和２年９月１２日（土）　午前９時００分～
　　　　　　　　　会　場：西予市野村町野村１２-１５　「西予市野村保健福祉センター」
【採 用 予 定 日】　令和3年4月1日　  ※ 介護支援専門員については要相談
【申込・問合せ】　西予市社会福祉協議会　総務福祉課　総務係　（℡ 0894-72-2306）
　　　　　　　　　〒797-1212　西予市野村町野村12号15番地

【採用区分、採用予定人数及び受験資格】

【職 務 内 容】

・介護支援専門員の資格を有する者
・60歳未満の者（令和3年4月1日現在） 等

注）受験にあたっては、本会ホームページ掲載の「令和3年度採用西予市社会福祉協議会職員
　　募集要項」をご確認のうえ、お申込みください。 （http://seiyo-syakyo.jp/）

会　場：西予市野村町野村１２-１５　「西予市野村保健福祉センター」

令和3年度職員採用のお知らせ（正職員）



　西予市地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。介護
予防や健康・医療に関すること、介護や福祉に関することなどお気軽
にご相談ください。

　高齢者等の人権を守るための研修会を開催いたします。併せて、住
民講座や「認知症サポーター養成講座」の依頼も受け付けています。ご
連絡ください。

　成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力
が不十分になり、自分だけでは財産管理や日常生活での契約などを行
うことが不安になったり、自信がもてず困難になった時、不利益をこ
うむったり悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り支
援をする制度です。
　また、現在判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が不十
分になった時に備え、財産管理などをあらかじめ自分自身で決めてお
く制度もあります。
　成年後見制度の利用についてなど相談がありましたら、地域包括支
援センターにご連絡ください。相談は無料です。秘密は厳守します。

※ この広報は「まごころ銀行」の預託金により発行しております。
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　新型コロナウイルス感染症に関する
特別定額給付金に関連した相談が寄せ
られています。
　手続きに関して、行政・公的機関、金
融機関の職員が訪問し、通帳やキャッ
シュカードを預かったり、電話やメー
ル・SMS で個人情報や暗証番号を聞き
出したりすることは絶対にありませ
ん。
　行政から委託されたという業者など
からの電話や訪問、メール・SMS など
には反応せず、個人情報は教えないよ
うにしましょう。
　少しでもおかしいと感じた場合や、
トラブルに遭った場合は、早めにお住
まいの自治体の
消費生活セン
ター等にご相談
ください（消費
者ホットライン
１８８）。

新型コロナウイルス給付金を
装った詐欺に注意

西予市地域包括支援センター
本所（野村）　℡0894-72-0022
支所（宇和）　℡0894-62-7730

高齢者の皆様の元気づくりを応援しています！

「成年後見制度」についてご存知ですか？

「権利擁護に関する講座」等を開催しています。

『高齢者の消費者トラブル・被害への対応について～経済的虐待～』
の研修会の様子

西予市地域包括支援センターからのお知らせ


